
最高裁秘書第677号

平成31年2月14日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長今崎幸

司法行政文書開示通知書

平成31年1月10日付け（同月15日受付，最高裁秘書第179号）で申出の

ありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたの

で通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

平成24年4月26日付け経監法「請求年月日が空欄の請求書等の取扱いにつ

いて」と題する文書（片面で2枚）

2開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）
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瞭求年月日が空欄の鯖求書等の取扱いについて

(H24.4.26軽監塗）

指示j等と付記しておく．
0

（4） ファクシミリ送侭された銅求書について諭求年月日を確認し，受領印を押印する．

なお不億があれば逮やかに爽約の相手方に連絡を取り，正しv,舗求年月日を記戦する
よう摺示する．

（5）舗求年月日を記戦した新たな胴求替の原木を受領したら，受鎮印を押印して受領日
を明らかにする．

（6）支出決定決殿には原則として①当初遜出された鮪求寄．②ファクシミリ送侶された

鮒求書，③ファクシミリ送個された鮒求書の啄木を添付するが，支払期限の都合でや

むを将ない場合には①及び②により支出決定決確を行い，おって③を添付する，

（7）契約の初手方が再提出に応じない又は藤拠出に応じる見込みがな聯等，やむを得な
い嶋合には，支出決定決欺には当初蝿出された蹄求舂を添付寸・る．

【8）計算証明規則22条2号にいう羅拠審類には①ないし③をずぺて添付し（謂求香が

再拠出されなかった場合は①のみを添付する.)，その写しを支出決定決馳宙の尋しと

ともに保存することとする．

3遅延防止法の約定期間は次の日から起練する．

（1）検壷確認完了鯛に耐求書が郵便促出された溺合について

ア論求審が再掻出された鰯合

（ｱ）遜廷防止法6条I項及び4条2号により対侭の支払の時期を番面により呪らか

にしている場合は再提出された謂求書の受甑年月日

㈱対価の支払の時期を書面により関らかにせず.遅延防止法10条による場合は，

補正により明らかにされた鮒求年月日

ゞ イ鮒求書が再耀出されなし､蝿合

対価の支払の時期を書面により明らかにしているかどうかにかかわらず｡‘検査確

認完了年月日

(2) ‘倹壷確露完了後に鮒求番が郵便腿出された場合について

ア鯛求書が再拠出された鍋合

㈱迩延防止法6条1坂及び4条2号により対侭の支払の時期を書面により明らか

にしている場合は当初促出された舗求誉の受領年月日

㈱対侭の支払の時期を番面により明らかにせず｡遅延防止法］0条による掲合は．

補正により閲らかにされた附求年月日

イ鮒求書が秤提出されない概合

対億の支払の時期を替面により明らかにしてし､るかどうかにかかわらず，当初挺

出された諭求密の受創年月日

契約の相手方に対する見積書(参考見載りを含む.)，請求書（以下あわせて「鮒求書等』
という。》の提出依頼に当たっては,見積啓については作成年月日，鯖求番については跡求
年月日（郵送の鐙合は硝求書の発送年月日）の妃入を求める．

この際，賭求書の腿出年月日（発送年月日）は，検査に合接した日以降の日とし，諭求
年月日（発送年月日）以後に提出（発送）すべきことを併せて伝える．

上記依頗にもかかわらず日付が空欄の舗求番馨が提出された場合は．契約の相手方に補

正を求めることになるが．なかでも諭求書が郵便提出された場合については，支払遮廷防

止法との関係で特に疑綻が生じやすいと思われるため，次の要領で処理を行うこととずる･
1 検壷硫認完了前に鮒求書が郵便提出された場合

（1）銭判所の受領年月日を靭碗にするため．受領印を押印する．また．鋼求書が検壷確
駆筋に提出されたことを明らかに寸一るため．受甑印付近の余白に『検査確認筋受領』
と付記する．

（2）契約の相手方に対し，検査確麗に合格した後に諭求書を廊挺出ずるよう即日招示を
する．

（3）再暹出を術示したことを閲らかにするため．受領印付近の余白に『●／●再礎出
揃示』等と付配しておく．

（41検塞碗淫後・契約の相手方に対し険塞に合格した旨を通知する．
（5）再提出後の鮒求寄に受領印を押印して受観日を明らかにする．

（6）支出決定決酸には①当初提出された諦求書，②再挺出された購求群を瀧付する．
（7）契約の相手方が再健出に応じない又は再提出に応じる見込みがない錦，やむを将な

い場合には,､検塞砿紹完了後，当初提出された謂求書の受恢印付近の余白に「e/O

受理』等と付記し，検査磁聞後の正式な受理日を明らかにした上，支出決定決雛を行

う．

(8) 計弊賊明規則’22条2号にいう鉦拠整類には①及び②をすべて鮠付し（鵠求番が将

提出されなかった場合は①のみを添付する.)．その写しを支出決定決議密の写しとと

もに保存することとする．

2検壷確聞完了後に鯖求書が郵便提出された掲合
（1）栽判所の受領年月日を明確にするため、受領印を押印する．

（2）鮪求年月日が空欄の場合，相手方に対し，速やかに諭求年月日（郵送の場合は原則

として鮪求書発送日となるが．相手方との飼壁により(1)の舗求替愛領日とすることも

蓬し支えない.）を記戦した断たな調求書をファクシミリにより送個するよう指示し，

併せて原本を拠出するよう即日措示する．

なお．描示の畷は‘鮒求書発送日が検査確認完了日よりも前の日付にならないよう

衝意する．

（3）再侭出を掴示したことを明らかにするため，愛顧印付近の余白に『e/②再挺出

』
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･遅延防止法の約定期間は
→同法6条1項’4衆2号の堀合は5月8日が起拝日
→同瑳!10業の場合は5月7日が起樺日(錆求寄発送日付）
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暴荷ずる言再礎函がされない墳合は①の踊求誓を添付する。
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亭賎24年5月7日
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請求番
平鹿年月 日
険宏砿鹿嗣昊鯛
5／2両塁出枇示

亀

請求番
平底年月日
検麦砿麗前昊ドハ
5／2再擾出揃示
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